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■入学貸付のご案内

貸付事業からのお知らせ

　共済組合では、入学時に必要な資金に係る貸付を取り扱っております。ぜひご利用ください。
　なお、初年度の修学貸付は別途３月貸付分からお申込みできますが、詳細は「共済だより」平成 30 年１月号に掲載
を予定しています。

～合格通知書が届き次第随時貸付を行います～
年2.66％ 平成29年9月１日現在

対象となる必要経費
・入学金、その他入学時納付金　・授業料、教材費　　
・アパートまたは下宿等に要する費用　・通学のための交通費　・その他入学に係る必要経費

貸付限度額 給料の６か月分（最高 200 万円）

償還方法
①毎月償還（償還期間が長い）　②毎月償還（償還期間が短い）
③毎月・期末勤勉手当併用償還　※申込金額 101 万円以上の場合

提出書類

①貸付申込書　　②借用証書　　③借入状況申告書　　④貸付事故の有無に係る申告書
⑤貸付未償還元利金の控除依頼書　　⑥印鑑登録証明書
⑦添付書類
・合格通知書の写しまたは入学許可書の写し　
・必要経費の内訳が確認できる書類
・戸籍謄本（被扶養者でない子の場合）
※①～⑤は当組合ホームページからダウンロードできます。

遺族付加年金 “きずな ”のご案内

請求の漏れはありませんか？
入院・手術をした場合や、重大な病気になった場合

ケガにより通院・入院・手術をした場合（例）

病気・ケガにより、長期間の休職をする場合

　「保険金・給付金請求連絡票」
を所属所共済事務担当課へ提出
してください。
　連絡票は、担当課より受け
取ってください。

　「事故連絡票」を所属所共済
事務担当課へ提出してくださ
い。
　連絡票は担当課より受け取
るまたはパンフレット裏面の
連絡票をご利用ください。

　「事故連絡票」を所属所共済事務担当
課へ提出してください。
　請求をする場合は、担当課に申出て
ください。
後日連絡票を共済組合から担当課を通
して送付します。

➡

➡

交通事故によるケガ スポーツ中の
ケガ

遺族付加年金 “ きずな ”（損害保険部分）

病気・ケガによる
入院

医療保障保険（基本部分） 医療保障保険（給付拡大部分） 重病支援給付　等

病気・ケガによる
所定の手術

脳卒中・急性心筋梗塞・
悪性新生物（がん）
などの所定の病気

病気・ケガによる休職 精神的要因による
休職

　病気やケガに
より 90 日を超
えて休職した場
合に補償対象と
なります。

長期療養給付

虫刺されによる
ケガ

制度内容等詳細については、「遺族付加年金 “ きずな ” のご案内」パンフレットをご確認ください。

➡

028 － 615 － 7805
上記記事に関する
お問い合わせは

総務課福祉係


